
携帯電話の名義貸し

開設日時：月曜日～土曜日 午前10時～午後5時 ※大阪市内にお住まいの方

第174号

2022.8.25発行元：大阪市消費者センター
【配信日】

電話番号（06) 6614-7521 FAX番号（06）6614-7525

消費生活
相談窓口

●消費生活相談

（日曜日・祝日及び12月29日～1月3日は除く）※消費者ホットライン局番なし｢188｣でもつながります

06-6614-0999

絶対にしてはいけない

気軽なアルバイトで契約したはずが・・・

• 利用料金、端末代金、解約料は、契約者が支払わなければなりません。
• あなた名義の携帯電話が犯罪に使用された場合は、あなたもトラブルに
巻き込まれるおそれがあります。

メインキャラクターエルちゃん

大阪市にお住まいの方で、不安に思うようなことがあれば、
一人で悩まず、大阪市消費者センターへご相談ください。

アドバイス

【携帯電話事業者】

【一般消費者】
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(A)

①携帯電話の購入を依頼
端末代金を渡し、報酬(手数料１万円)を提示

③本人名義の携帯電話を事業者A,Bに無断で
※携帯電話不正利用防止法で禁止第三者へ譲渡

⑤支払いを求めても拒否される。19歳 学生

(B)
※支払えない場合
・同一名義の携帯電話の使用不可
・「不払者」として新たな契約不可となることもある。

④利用料金・
端末代金の請求

②複数の携帯電話事業者と契約 迷惑メールの送信
振り込め詐欺の電話

など違法行為に使用

専 用 電 話

利用料金などの支払いが困難

http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000370871.html
http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000370871.html

